
　市では、新庁舎建設に関連する工事とし
て、市役所南側低層部分建物、消防水利とな
っている池、庭園の一部等の解体工事を下記
のとおり行います。
〈整備スケジュール（予定）〉
▷構造壁設置工事…７月中旬～９月下旬　
▷解体工事…９月上旬～平成３１年１月下旬
▷整地等工事…３１年２月上旬～３月中旬
　解体工事に伴い、仮囲いを設置しますが、
工事エリア内には立ち入らないようお願いし
ます。また、市民課の窓口の配置が一部変更
になります
（詳しくは４
面参照）。な
お、市役所南
側駐車場は従
来どおりご利
用いただけま
す。
　工事期間中
は安全対策に
努めますの
で、ご理解と
ご協力をお願
いします。

市役所南側低層部分の
解体等工事を行います

第三
庁舎

第二
庁舎

本庁舎

藤
だ
な
通
り

：解体箇所⬅至越
谷駅

市役所
前通り

N

南側低層部分

仮囲い設置箇所

B庁舎管理課☎966ー9134

３
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「
埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す

る
条
例
」
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
が
次
の

と
お
り
変
わ
り
ま
す
。

▽
保
険
料
率
に
つ
い
て…

表
１
の

と
お
り　

▽
所
得
割
額
の
軽
減
に

つ
い
て…

表
２
の
と
お
り　

▽
均

等
割
額
の
軽
減
に
つ
い
て…

被
用

者
保
険
（※

）
の
被
扶
養
者
で
あ

っ
た
被
保
険
者
に
対
す
る
軽
減
に

つ
い
て
は
表
３
の
と
お
り
。
所
得

の
少
な
い
被
保
険
者
に
対
す
る
軽

減
判
定
の
基
準
所
得
額
に
つ
い
て

は
表
４
の
と
お
り

※

被
用
者
保
険…

協
会
け
ん
ぽ

（
旧
「
政
府
管
掌
健
康
保
険
」）、

健
康
保
険
組
合
、
共
済
組
合
、

船
員
保
険
の
こ
と

　

同
一
世
帯
内
の
世
帯
主
お
よ
び

被
保
険
者
の
前
年
中
の
所
得
申
告

が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
所
得

の
申
告
を
済
ま
せ
る
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。
な
お
、
税
法
上
の
扶
養

と
な
っ
て
い
る
方
で
も
所
得
の
申

告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、

軽
減
判
定
は
自
動
で
行
い
、
軽
減

該
当
の
被
保
険
者
に
つ
い
て
は
、

軽
減
後
の
保
険
料
額
が
通
知
さ
れ

ま
す
。

b
国
民
健
康
保
険
課
☎
９
６
３
＝

９
１
７
０

平
成
30
年
度
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の

第
２
期
分
の
納
期
限
は
７
月
31
日
（火）
で
す

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
が

変
わ
り
ま
す

平成28・29年度
均等割額 4万2,070円

平成30・31年度
4万1,700円

所得割率 8.34% 7.86%

世帯主および同一世帯内の被保険者の
前年中の総所得金額等の合計額均等割額の

軽減割合

33万円以下8.5割軽減

9割軽減

平成29年度 平成30年度

軽減後の
均等割額

変更なし 6,250円/年

4,170円/年変更なし

3万3,360円/年

2万850円/年

33万円＋（50
万円×世帯の被
保険者数）以下

33万円＋（49万円
×世帯の被保険者
数）以下

8.5割軽減の対象とな
る世帯のうち、同一世
帯内の被保険者全員
が年金収入80万円以
下（他の各種所得なし）

33万円＋（27.5
万円×世帯の被
保険者数）以下

2割軽減

33万円＋（27万円
×世帯の被保険者
数）以下

5割軽減

保険料率表１

＊賦課のもととなる所得金額（前年中の所得から基礎控除額【33万円】を
控除した額）が58万円以下の方（年金収入のみの方は、年金収入211
万円以下の方が該当）が対象です

平成29年度
所得割額の
軽減割合 ２割

平成30年度

軽減なし

所得割額の軽減表2

平成29年度

均等割額の
軽減割合 ７割

平成30年度 平成31年度以降

5割
資格取得後２年を経
過する月までは５割
軽減（その後は軽減
なし）

被用者保険の被扶養者であった被保険者の軽減表3

所得の少ない被保険者に対する軽減判定の基準所得額表4

　

地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

越
谷
市
税
条
例
・
越
谷
市
都
市
計
画

税
条
例
を
改
正
し
ま
し
た
。

〈
基
礎
控
除
等
の
所
得
制
限
の
導

入
〉　
基
礎
控
除
お
よ
び
調
整
控
除

に
つ
い
て
、
平
成
３３
年
度
分
の
個
人

住
民
税
か
ら
、
前
年
の
合
計
所
得
金

額
の
区
分
に
応
じ
て
控
除
額
が
逓

減
・
消
失
す
る
仕
組
み
に
よ
る
所
得

制
限
を
導
入
し
ま
す

〈
法
人
市
民
税
の
電
子
申
告
の
義
務

化
〉　
資
本
金
の
額
が
１
億
円
を
超

え
る
法
人
等
の
特
定
法
人
に
つ
い

て
、
３２
年
４
月
１
日
以
後
に
開
始
す

る
事
業
年
度
分
の
法
人
市
民
税
の
申

告
か
ら
、
電
子
申
告
に
よ
る
申
告
書

の
提
出
を
義
務
化
し
ま
す

〈
先
端
設
備
等
に
係
る
固
定
資
産
税

課
税
標
準
特
例
措
置
の
創
設
〉　
生

産
性
向
上
特
別
措
置
法
に
基
づ
く

「
先
端
設
備
等
導
入
計
画
」
の
認
定

を
受
け
た
事
業
者
が
、
新
規
に
導
入

す
る
一
定
の
先
端
設
備
等
の
償
却
資

産
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準

を
３
年
間
に
限
り
ゼ
ロ
と
し
ま
す

〈
市
た
ば
こ
税
の
税
率
引
上
げ
な
ど
〉

　

▽
３０
年
１０
月
１
日
以
後
の
売
渡
し

分
か
ら
、
段
階
的
に
市
た
ば
こ
税
の

税
率
を
引
き
上
げ
ま
す　

▽
３０
年
１０

月
１
日
以
後
の
売
渡
し
分
か
ら
、
加

□
納
税
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

　

平
成
３０
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税

の
年
税
額
に
変
更
が
あ
っ
た
方
や
新

た
に
課
税
さ
れ
た
方
、
年
金
か
ら
の

特
別
徴
収
を
口
座
振
替
に
変
更
さ
れ

た
方
に
納
税
通
知
書
と
納
付
書
（
口

座
振
替
を
ご
利
用
の
方
に
は
通
知
書

の
み
）
を
７
月
１７
日
㈫
に
発
送
し
ま

す
。
年
金
か
ら
の
差
し
引
き
を
１０
月

か
ら
口
座
振
替
に
変
更
希
望
の
場
合

は
、
７
月
３１
日
㈫
ま
で
に
、
保
険

証
、
振
替
口
座
の
通
帳
と
届
出
印

（
新
た
に
口
座
振
替
を
お
申
し
込
み

の
方
の
み
）
を
お
持
ち
の
う
え
、
国

民
健
康
保
険
課
ま
た
は
北
部
・
南
部

出
張
所
で
ご
申
請
く
だ
さ
い
。

b
国
民
健
康
保
険
課
（
第
二
庁
舎
１

階
）
☎
９
６
３
＝
９
１
４
６

□
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
の
保
険
証
を
郵
送
し
ま
す

　

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
加
入
さ
れ
て
い
る
世
帯

（
方
）
に
、
８
月
以
降
の
新
し
い
保

険
証
を
７
月
下
旬
ご
ろ
ま
で
に
お
送

り
し
ま
す
。
保
険
証
は
簡
易
書
留
郵

便
で
配
達
し
ま
す
の
で
、
受
領
印
を

押
し
た
う
え
で
配
達
員
か
ら
お
受
け

取
り
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
保
険
証
は
住
民
登
録
の
住

所
に
お
送
り
し
ま
す
。
ア
パ
ー
ト
や

マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
住
ま
い
の
方
は
、

棟
や
部
屋
番
号
ま
で
ご
登
録
く
だ
さ

い
。
住
民
登
録
の
住
所
以
外
に
お
住

ま
い
の
方
に
は
、
保
険
証
が
配
達
さ

れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

＊
留
守
中
に
配
達
さ
れ
た
場
合
は
不

在
票
が
入
り
ま
す

◎
国
民
健
康
保
険
の
「
限
度
額
適
用

認
定
証
」
「
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
」
の
更
新
は

手
続
き
が
必
要
で
す

f
８
月
１
日
以
降
の
「
限
度
額
適
用

認
定
証
」「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
」
の
交
付
を
希
望
さ

れ
る
方　

c
新
し
い
保
険
証
、
世
帯

主
と
認
定
証
が
必
要
な
方
の
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
が
分
か
る
も
の
、
窓
口
に
来

ら
れ
る
方
の
本
人
確
認
が
で
き
る
も

の
、
世
帯
主
の
印
鑑
（
認
印
）　

e

直
接
左
記
へ　

b
国
民
健
康
保
険
課

（
第
二
庁
舎
１
階
）
▽
国
民
健
康
保

険
証
に
つ
い
て…

☎
９
６
３
＝
９
１

４
６
、
▽
国
保
の
限
度
額
適
用
（
標

準
負
担
額
減
額
）
認
定
証
に
つ
い
て

…

☎
９
６
３
＝
９
１
５
４
、
▽
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て…

☎
９

６
３
＝
９
１
７
０

□
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納
入

通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

　

普
通
徴
収
（
口
座
振
替
ま
た
は
納

付
書
に
よ
る
納
付
）
の
方
に
「
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
額
決
定
通
知

書
」
を
、
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
差

し
引
き
）
の
方
に
「
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
額
決
定
通
知
書
兼
特
別
徴

収
納
入
通
知
書
」
を
７
月
１１
日
㈬
に

発
送
し
ま
す
。
平
成
３０
年
度
の
年
間

保
険
料
額
、
納
期
限
、
各
期
別
納
付

額
を
ご
確
認
の
う
え
、
納
期
限
内
の

納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
普
通
徴
収
の
方
で
、
口
座

振
替
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
決
定

通
知
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
記
入
例

等
を
ご
確
認
の
う
え
、
同
封
の
口
座

振
替
依
頼
書
を
、
国
民
健
康
保
険

越
谷
市
税
条
例
・
越
谷

市
都
市
計
画
税
条
例
を

改
正
し
ま
し
た

熱
式
た
ば
こ
の
課
税
方
式
が
見
直
さ

れ
、
重
量
と
価
格
か
ら
紙
巻
た
ば
こ

の
本
数
へ
換
算
す
る
方
式
へ
、
段
階

的
に
移
行
し
ま
す　

▽
旧
３
級
品
紙

巻
た
ば
こ
の
税
率
特
例
廃
止
に
伴
う

一
般
の
紙
巻
た
ば
こ
税
率
へ
の
引
き

上
げ
時
期
を
３１
年
４
月
１
日
か
ら
３１

年
１０
月
１
日
に
延
期
し
ま
す

b
市
民
税
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４

４
・
９
１
４
５
、
資
産
税
課
☎
９
６

３
＝
９
１
４
７
、
産
業
支
援
課
（
先

端
設
備
等
導
入
計
画
に
つ
い
て
）
☎

９
６
７
＝
４
６
８
０

国
保
の
お
知
ら
せ

課
、
北
部
・
南
部
出
張
所
ま
た
は
越

谷
市
が
指
定
す
る
金
融
機
関
等
へ
ご

提
出
く
だ
さ
い
。

＊
納
期
限
を
過
ぎ
た
納
付
書
や
バ
ー

コ
ー
ド
が
つ
い
て
い
な
い
納
付
書

は
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
等

で
は
お
取
り
扱
い
で
き
ま
せ
ん

b
国
民
健
康
保
険
課
（
第
二
庁
舎
１

階
）
☎
９
６
３
＝
９
１
７
０

□
倒
産
や
リ
ス
ト
ラ
な
ど
で
離
職
し

た
方
の
国
民
健
康
保
険
税
が
軽
減

さ
れ
ま
す

　

現
在
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
方
や
、
こ
れ
か
ら
国
民
健
康

保
険
に
加
入
す
る
方
で
、
次
の
①
〜

③
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方
は
国
民

健
康
保
険
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
保

険
証
、
印
鑑
、
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
を
お
持
ち
の
う
え
、
国
民
健
康

保
険
課
で
ご
申
請
く
だ
さ
い
（
出
張

所
で
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
）。　

▽
対
象
者…

①
倒
産
・
会
社
都
合
に

よ
る
解
雇
な
ど
に
よ
り
離
職
し
た　

②
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者
、

特
定
理
由
離
職
者
と
し
て
失
業
給
付

を
受
け
る
（
雇
用
保
険
受
給
資
格
者

証
の
離
職
理
由
コ
ー
ド
が
１１
・
１２
・

２１
・
２２
・
２３
・
３１
・
３２
・
３３
・
３４
の

い
ず
れ
か
）　

③
離
職
日
時
点
で
６５

歳
未
満　

▽
軽
減
方
法…

対
象
者
の

前
年
給
与
所
得
を
１
０
０
分
の
３０
と

し
て
国
民
健
康
保
険
税
を
計
算　

▽

軽
減
対
象
期
間…

平
成
２６
年
３
月
３１

日
以
降
に
離
職
さ
れ
た
方
は
離
職
日

の
翌
日
か
ら
、
そ
の
日
の
属
す
る
年

度
の
翌
年
度
末
ま
で
。
２５
年
３
月
３１

日
〜
２６
年
３
月
３０
日
に
離
職
さ
れ
た

方
は
２６
年
度
の
み

b
国
民
健
康
保
険
課
（
第
二
庁
舎
１

階
）
☎
９
６
３
＝
９
１
４
６


